
※

※ 50,000円で55,000円分の建設券がお求めになれます。
※ 購入は登録事業所経由での事前お申込みが必要です。

利用制限等

1． 事業に供するための資産に係る工事代金の 支払いに建設券を
利用することはできません。
（例：事務所、アパート、マンション、貸ビル、貸店舗、教室等）

2． 工事に不随しない什器備品類のみの購入代金の支払いに利用
することはできません。

（例：冷暖房等空調機器、照明器具、映像器具等のみの購入費用）

3． BEPPUわくわく建設券を利用するためには、登録事業所を通して
対象工事を行う必要があります。

4． BEPPUわくわく建設券を利用できる工事対象期間は、平成25年
5月1日着工から平成26年2月14日までです。

5． BEPPUわくわく建設券利用には上記以外にも制限があります。
必ず事前に登録事業所か別府商工会議所までご連絡ください。

販売枚数に限りがあります。

なくなり次第、販売終了と

させていただきます。

詳細は、お問合せください。
別府商工会議所 ℡ 25-3311

参加登録事業所：


